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議案第28号

議案第29号

八千代市職員の育児休業等に関する条例及び八千代市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

八千代市一般職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正

する条例の制定について

八千代市介護保険条例の一部を改正する条例の制定にっ

いて

八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及

び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条

例の制定について

八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について

八千代市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について
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議案第28号

八千代市職員の育児休業等に関する"条例及び八千代市会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市職員の育児休業等に関する条例及び八千代市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和 6年2月29日提出

八千代市職員の育児休業等に関する条例及び八千代市会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

(八千代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第1条八千代市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八千代市条例第1

号)の一部を炊のように改正する。

第7条第2項中「((地方公務員法(昭和25年法律第26 1号)第22

条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」とい

う。)を除く。)」を削る。

第8条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法(昭和25年法律第26

1号)・第22条の 2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任

用職員」という。)」に改める。

(八千代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条八千代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元

年八千代市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第2条第 1項中「及び期末手当」を「,期末手当及び勤勉手当」に改める。

第 1 6 条第 2 項中「1 0 0分の 1 2 0 」を「1 0 0分の 1 2 2.5」に改

める。

第 16条の次に次の 1条を加える。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第 16 条の 2 給与条例第23条(第2項後段及び各号を除く。)の規定は,
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任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額は,当該フルタイム

会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に 100分の 102.5 を乗じて得た

額の総額を超えてはならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は,第1項において準用する給.与条例第2

3条(第2項後段及び各号を除く。)及び前項の規定による勤勉手当の支

給について準用する。

第25 条第 1項中「この条」の炊に「及び次条第 1項」を加え,「死亡し

た日)」を「死亡した日。炊項において同じ。)」に,「同条第5項及び第

6項」を「同条第5項中「規定する合計額」とあるのは「規定する 1月当た

りの平均額」と,「それぞれその基準日現在に狗いて受けるべき給料の月額

及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準

日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間におけ

る報酬の 1同当たりの平均額」と,「第2項」とあるのは「八千代市会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第25条第2項」と,同条第6

項」に改め,同条第 2 項中「1 0 0分の 1 2 7.5」を「 10 0分の 1 2 2

5」に改める。

第25条の炊に次の 1条を加える。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第25条の2 給与条例第23条(第2項後段及び各号を除く。)の規定は,

任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。

この場会に船いて,給与条例第23条第3項中「それぞれその基準日現在

において職員が受けるべき給料の凋額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し,又は死亡した職員に

あっては,退職し,又は死亡した日)以前6 か月以内のパートタイム会計

年度任用職員としての在職期問における報酬(フルタイム会計年度任用職

員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の.1'月当たりの平均額」

と,同条第4項中「と,」とあるのは「と,「規定する合計額」とあるの

は「規定する 1月当たりの平均額」と,「それぞれその基準日現在におい

て受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあ
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るのは「それぞれその基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退

職し,又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員

としての在職期間に船ける報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を

考慮して規則で定める額を除く。)の 1月当たりの平均額」と,」と読み

替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額は,当該パートタ

イム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に 100分の 102.5 を乗じて

得た額の総額を超えてはならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は,第1項に粘いて準用する給・与条例第2

3条(第2項後段及び各号を除く。)及び前項の規定による勤勉手当の支

給について準用する。

別表第 1を次のように改める。
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別表第 1 (第3条第 1項)

会計年度任用職員給料表

号 1級

2

162,100

3

163,200

2級

4

164,400

(単位:円)

208,000

5

165,500

209,700

6

166,600

3級

211,400

7

240,900

167,700

212,900

8

242,400

168,800

214,400

9

243,800

169,900

216,200

10

245,200

170,900

217,900

11

246,400

172,300

219,600

12

248,000

173,600

221,100

13

249,500

174,900

222,600

14

250,900

176,100

224,100

15

252,000

17フ,600

225,600

16

253,400

179,100

226,800

17

254,900

180,700

228,200

18

256,200

181,800

229,600

19

257,500

183,200

231,000

20

258,700

184,600

232,400

21

259,900

186,000

234,000

22

261,100

187,300

235,500

23

262,300

189,600

236,900

24

263,600

191,800

238,100

25

264,900

194,000

239,700

266,200

196,200

241,200

267,600

242,600

269,100

243,600

270,700

272,200

273,800

・ 4 ・



26

27

197,900

28

199,400

29

200,900

245,100

30

202,400

246,400

31

203,800

247,600

32

275,500

205,200

248,700

33

27フ,100

206,600

249,700

34

278,700

208,000

250,600

35

280,300

209,300

251,500

36

281,800

210,600

252,400

37

283,300

2n,900

253,300

38

284,800

213,200

254,100

39

285,900

214,400

254,900

40

287,500

215,600

255,600

41

289,000

216,700

256,700

42

290,500

217,800

257,900

43

291,900

218,900

259,000

44

293,500

219,900

260,200

45

295,100

220,900

261,400

46

296,700

221,800

262,500

47

298,200

222,700

263,600

48

299,800

223,600

264,700

49

301,300

224,500

265,800

50

302,800

225,400

266,900

51

304,400

226,300

ノ

267,900

52

、306,000

227,200

268,900

53

307,600

228,100

269,900

54

309,100

228,900

270,900

229,800

271,800

272,700

273,600
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55

56

230,700

57

231,500

58

231,800

274,500

59

232,600

275,400

60

233,,300

276,300

61

233,900

27フ,200

62

234,500

278,100

63

235,200

279,000

64

235,800

280,000

65

236,300

281,000

66

236,800

281,900

67

237,300

282,800

68

237,800

283,300

69

238,400

284,000

70

238,900

284,700

71

239,400

285,600

72

239,900

286,600

73

240,400

287,400

74

240,900

288,200

75

241,400

289,000

76

241,800

289,700

フフ

242,300

290,200

78

242,800

290,600

フ.9

243,300

291,000

80

243,800

291,200

81

244,300

291,500

82

244,700

291,700

83

245,200

292,000

245,600

292,200

292,400

292,700
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84

85

246,000

86

246,400

87

246,800

292,900

88

247,200

293,200

89

247,600

293,500

90

248,000

293,800

91

248,500

294,100

92

248,800

294,400

93

249,100

294,800

94

249,400

295,100

95

295,500

96

295,700

97

295,900

98

296,200

号

296,600

296,800

297,100
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附則

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

提案理由

会計年度任用職員の給与を改定し,及び勤勉手当を支給するため,条例を改

正いたしたい。
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議案第29号

八千代市一般職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定

八千代市一般職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。

令和6年2月29日提出

について

八千代市一般職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例

八千代市一般職員の特殊勤務手当支給条例(昭和49年八千代市条例第40

号)の一部を次のように改正する。

附則第3項の前の見出し中「新型コロナウイルス感染症」を「特定新型イン

フルエンザ等」に改め,同項中 f新型コロ・ナウイルス感染症(病原体がべータ

コロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世

界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに綴告されたもの

に限る。)である感染症」を「特定新型インフルエンザ等(新型インフルエン

ザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型

インフルエンザ等で,当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に

規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)」に改

め,「,当分の間」を削る。

附則第4項中「新型コロナウイルス感染症」を「特定新型インフルエンザ等

」に改め,「緊急に」を削る。

附則第6項中「新型コロナウイルス感染症」を「特定新型インフルエンザ等

」に改める。

附則

この条例は,公布の日から施行する。

八千代市長服部友則

提案理由

・ 9 ・



特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処する職員に対し防疫作業

手当を支給する等のため,条例を改正いたしたい。



議案第30号

八千代市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和6年2月29日提出

八千代市介護保険条例の一部を改正する条例

八千代市介護保険条例(平成12年八千代市条例第2号)の一部を次のよう

に改正する。

第4 条第 1項中 1令和 3年度」を「令和 6年度」に,「令和 5年度」を「令

和 8年度」に改め,同項第 1号中「3 1,0 8 0円」を「 3 0,8 1 0円」に

改め,同項第2号中「4 0,4 1 0円」を「4 6,3 7 0円」に改め,同項第

3 号中「 4 6,6 2 0円」を「 4 6,7 1 0円.」に改め,伺項第 4 号中 f 5 5,

9 5 0円」を「 6 0,9 2 0円」に改め,同項第 5 号中「 6 2,1 6 0円」を

「 6 7,6 8 0円」に改め,同項第 6 号中「 7 1,4 9 0円」を「フフ,84

0円」に改め,同項第 7 号中「 8 0,8 1 0円」・を「 8 7,9 9 0円」に改め,

同項第8 号中「9 3,240円」を「1 0 1,5 2 0円」に改め,同項第9 号

中「 9 9,46 0円」を「 1 1 5,0・6 0円」に改め,同号ア中「 4,0 0 0,

0 0 0円」を「4,2 0 0,0 0 0円」に改め,同項第 1 0 号中「 1 0 5,6

8 0円」を「1 2 8,6 0 0円」に改め,同号ア中「 5,0 0 0,0 0 0円」

を「 5,2 0 0,0 0 0円」に改め,同項第 1 1号中「1 1 8,1 1 0円」を

「 1 4 2,1 3 0円」に改め,同号ア中「 6,0 0 0,0 0 0円」を「 6,2

0 0,0 0 0円」に改め,同項第 1 2 号中「 1 3 0,540円」を「 1 5 5,

670円」に改め,同号ア中「フ,000,000円」を「フ,200,00

0円」に改め,同項第 1 3 号中「1 4 2,9 7 0円」を「1 6 2,44 0円」

に改め,同号ア中「8,0 0 0,0 0 0円」を「8,2 0 0,0 0 0円」に改

め,同項第 1 4 号中「1 4 9,1 9 0円」を「1 7 5,9 7 0円」に改め,同

項第 1 5 号中「1 5 5,4 0 0円」を「1 8 9,5 1 0円」に改め,同条第 2

八千代市長服部友則
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項中「令和 3年度」を「令和 6年度」に,「令和 5年度」を「令和 8年度」に,

「1 8,6 5 0円」を「1 9,3 0 0円」に改め,同条第 3 項中「令和 3年度

」を「令和 6年度」に,・「令和 5年度」を「令和 8年度」に,「1 8,6 5 0

円」を「19,300円」に,「24,870円」を「32,840円」に改

め,同条第4項中「令和 3年度」を「令和 6年度」に,「令和 5年度」を「令

和8年度」に,「18,650円」を「19,300円」に,「43,520

円」を「 4 6,3 7 0円」に改める。

附則

(施行期日)

1.この条例は,令和 6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は,令和6年度以後の年度分の保険

料について適用し,令和5年度分までの保険料については,なお従前の例に

よる。

提案理由

令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率を定める等のため,

条例を改正いたしたい。
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議案第31号

八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基講等を定める

条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和6年2月29日提出

八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例

八千代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例(平成30年八千代市条例第23号)の一部を次のように改正する。

第2条第4項中「地域包括支援センター」の次に「(以下「地域包括支援セ

ンター」という。)」を加える。

第4条第2項中「が35」を「(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予

防支援事業者の指定を併せて受け,又は法第115条の23第3項の規定によ

り地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受

けて,当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第58条第

1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第15条第30号に

おいて伺じ。)を行う場合にあっては,当該事業所における指定居宅介護支援

の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1

を乗じた数を加えた数。次項に枯いて同じ。.)が44」に改め,同条に炊の 1

項を加える。

3 前項の規定にかかわらず,指定居宅介護支援事業所が,公益社団法人国民

健康保険中央会(昭和34年1月1日に社団法人国民健康保険中央会という

名称で設立された法人をいう。)が運用及ぴ管理を行う指定居宅介護支援事

業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居

宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し,かつ,
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事務職員を配置している場合における第1項に規定する員数の基準は,利用

者の数が49又はその端数を増すごとに 1とする。

第5条第3項第2号中「同一敷地内にある」を削る。

第6 条第 2項中「あらかじめ」の次に「,利用者又はその家族に対し」を加

え,「,前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画の総数のうちに訪問介護,通所介護,福祉用具貸与及び地域密着型通

所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けら

れた居宅サービス計画の数が占める割合,前6月間に当該指定居宅介護支援事

業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの

回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業

者によって提供されたものが占める割合」を削り,同条中第8項を第9項とし,

同条第7項各号列記以外の部分中「第4項」を T第5項」に改め,同項第 1号

中「第4項各号」を「第5項各号」に改め,同項を伺条第8項とし,同条第 6

項中「第4項第 1号」を「第 5項第 1号」に改め,同項を同条第 7項とし,同

条中第5項を第 6項とし,同条第4項中「第7項」を「第8項」に改め,同項

第2号中「磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

リー定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体(電

磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。第3 3条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)

」に改め,同項を同条第5項とし,同条中第 3項を第4項とし,第2項の次に

次の 1項を加える。

3 指定居宅介護支援事業者は,指定居宅介護支援の提供の開始に際し,あら

かじめ,利用者又はその家族に対し,前6月間に当該指定居宅介護支援事業

所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護,通所介護,

福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」

という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及

び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス

計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービ

ス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占め
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る割合につき説明を行い,理解を得るよう努めなけれぱならない。

第 15条第2号の炊に次の 2号を加える。

②の2 指定居宅介護支援の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)

を行ってはならない。

②の3 前号の身体的拘東等を行う場合には,その態様及び時間,その際の

利用者の心身の状況並びに堅急やむを得ない理由を記録しなければならな

第 15条第 14号中「主治の医師若しくは歯科医師」を「主治の医師等」に

改め,'同条第 15 号ア中「,利用者の居宅を訪問し」を削り,同号中イをウと

し,アの次に次のように加える。

イアの規定による面接は,利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし,次のいずれにも該当する場合であって,少なくとも 2月に

1回,利用者の居宅を訪問し,利用者に面接するときは,利用者の居宅

を訪問しない月においては,テレビ電話装置等を活用して,利用者に面

接することができるものとする。

(ア)テレビ電話装置等を活用して面接を行うことにっいて,文書により

利用者の同意を得ていること。

(イ).サービス担当者会議等において,次に掲げる事項にっいて主治の医

師,担当者その他の関係者の合意を得ていること。

a 利用者の心身の状況が安定していること。

b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができ

ること。

C 介護支援軍門員が,テレビ電話装置等を活用したモニタリングで

は把握できない情報について,担当者から提供を受けること。

第15条第30号中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センター

の設置者である指定介護予防支援事業者」に改める。

第24条第 1項中「重要事項」の次に「(以下この条において単に「重要事

項」という。)」を加え,同条第2項中「前項に規定する事項」を「重要事項

し、
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」に,「同項」を「前項」に改め,同条に次の 1項を加える。

3 指定居宅介護支援事業者は,原則として,重要事項をウェプサイトに掲載

しなければならない。

第3 1条第2項中第6号を第7号とし,同項第5 号中「に規定する上を「の

規定による」に改め,同号を同項第6号とし,同項第4号中「に規定する」を

「の規定による」に改め,同号を同項第5号とし,同項第 3号中「に規定する

」を「の規定による」に改め,同号を同項第4号とし,同項第2号の次に次の

1号を加える。

恨)第15条第2号の3の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第33条第1項中「(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。)」を削る。

附則

この条例は,令和 6年4月1日から施行する。ただし,第24条の改正規定

(同条に 1項を加える部分に限る。)は,令和 7年4月1日から施行する。

提案理由

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を改めるため,条

例を改正いたしたい。

゛
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議案第32号

八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和 6年2月2 9日提出

八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例

八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準

等を定める条例(平成24年八千代市条例第36号)の一部を次のように改正

する。

第 7条第5項第 11号を削り,同項第 12 号を同項第 11号とし,同条第6

項ただし書中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「指定定期巡回

・随時対応型訪問介護看護事業所」に,「施設」を「敷地」に改める。

第8条ただし書中 T同一敷地内にある」を削る。

第 10条第2項第2号中「磁気ディスク,シー・ディ ロムその他これら^.

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚にようて

は認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第204条第 1項において同じ。)に係る

記録媒体をいう。)」に改める。

第25 条中第9 号を第 11号とし,第8 号を第10号とし,第7号の炊に次

の 2号を加える。

⑧指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては,当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き,身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘

八千代市長服部友則
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束等」という。)を行ってはならない。

⑨前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第35条第1項中「重要事項」の次に「(以下この条において単に「重要事

項」という。)」を加え,同条第2項中「前項に規定する事項」を「重要事項

」に,「同項」を「前項」に改め,伺条に次の1項を加える。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,原則として,重要事項

をウェブサイトに掲載しなけれぱならない。

第4 3条第2項第2号中「に規定する」を「の規定による」に改め,同項第

8号を同項第 9号とし,同項第 7号中「に規定する』を「の規定による」に改

め,伺号を同項第8号とし,同項第6号中「に規定する」を「の規定による」

に改め,同号を同項第7号とし,同項第5 号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め,同号を同項第6 号とし,同項第4号の次に炊の 1号を加える。

⑤第25条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第48条第3項ただし書中「夜間対応型訪問介護事業所」を「指定夜間対応

型訪問介護事業所上に改め,同条第4項第11号を削り,同項第12号を同項

第11号とし,同条第5項ただし書及び第6項中「夜間対応型訪問介護事業所

」を「指定夜間対応型訪問介護事業所」に改める。

第49条ただし害中「同一敷地内の」を削る。

第5 2条中第 7 号を第9号とし,第6 号を第8号とし,第 5 号を第 7号とし,

第4号の炊に次の2号を加える。

⑤指定夜閔対応型訪問介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的

拘束等を行ってはならない。

⑥前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第59条第2項第2 号中「に規定する」を「の規定による」に改め,同項第

6号を同項第7号とし,同項第5 号中「に規定する」を「の規定による」に改

め,同号を同項第 6 号とし,同項第4号中「に規定する」を「の規定による」
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に改め,同号を同項第 5号とし,同項第 3号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め,同号を同項第4号とし,同項第2号の次に次の 1号を加える。

恨)第52条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間;その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第60条の4ただL書中「同一敷地内にある」を削る。

第60条の 9 中第6 号を第8号とし,第5号を第7号とし,第4号の次に炊

の 2号を加える。

⑤指定地域密着型通所介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的

拘束等を行ってはならない。

⑥前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第60条の 19第2項第 2号中「に規定する」を「の規定による」に改め,

同項第7号を同項第8 号とし,同項第6 号を同項第 7号とし,同項第5号中「

に規定する」を「の規定による」に改め,同号を同項第 6号とし,同項第4号

中「に規定する」を「の規定による」に改め,伺号を同項第5号とし,同項第

3 号中「に規定する」を「の規定による」に改め,同号を同項第4号とし,同

項第2号の次に次の1号を加える。

恨}第60条の 9第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第6 0条の 2 0 の 3 中「同項第 3号」を「同項第4号」に,「同項第4号」

を「同項第5号」に改める。

第60条の24第 1項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第60条の 30 中第5号を第7号とし,第4号を第6 号とし,第 3号を第5

号とし,第2号の炊に次の 2号を加える。

③指定療養通所介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等

を行ってはならない。

④前号の身体的拘東等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれぱならない。



第60条の 37第2項第 3号中「に規定する」を「の規定による」に改め,

同項第8号を同項第9 号とし,同項第7 号を同項第8号とし,同項第6号中「

に規定する」を「の規定による」に改め,同号を同項第7号とし,同項第5 号

中「に規定する」を「の規定による」に改め,同号を同項第6 号とし,同項第

4号中「に規定する」を「の規定による」に改め,同号を同項第5 号とし,同

項第3号の次に炊の1号を加える。

④第60条の30第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第63条第 1項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第66条第2項中「介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは」の炊に「

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規

定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する」を加える。

第67条第 1項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第71条中第6号を第8 号とし,第5号を第7号とし,第4号の次に次の2

号を加える。

⑤指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体

的拘束等を行ってはならない。

⑥前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれぱならない。

第72条第1項中「及び次条」を削る。

第80条第2項第2号中「に規定する」を「の規定による」に改め,同項第

7号を同項第8 号とし,同項第6 号を同項第 7号とし,同項第5 号中「に規定

する」を「の規定による」に改め,同号を同項第6号とし,同項第4号中「に

規定する」を「の規定による」に改め,同号を同項第5号とし,同項第3 号中

「に規定する」を「の規定による」に改め,同号を同項第4号とし,同項第2

号の次に次の 1号を加える。

③第71条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時問,その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第83条第6項の表中「,指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法
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律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。)」を削る。

第84条第1項ただし書中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設

する前条第6項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる

施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務,同

一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が,指定夜問対応型訪問介護事業者,

指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け,一体的な運

営を行っている場合には,これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法第1

15条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号

二に規定する第1号介護予防支援事業を除く。)」を「他の事業所,施設等の

職務」に改め,同条第 3 項中「第 113 条」の徐に「,第 19 3 条第 3 項」を

加える。

第93条第5号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「

身体的拘束等」という。)」を「身体的拘束等」に改め,同条第6 号中「前項

」を「前号」に改め,同条第8号を同条第9 号とし,同条第7号を伺条第8号

とし,同条第6号の次に次の 1号を加える。

⑦指定小規模多機能型居宅介護事業者は,身体的拘束等の適正化を図るた

め,次に掲げる措置を講じなけれぱならない。

ア身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。)を 3月に 1回,以上開催

するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底

を図ること。

イ身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。

第 107条の次に次の 1条を加える。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置)

第107条の2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,当該指定小規模多機

,21,



能型居宅介護事業所における業務の効率化,介護サービスの質の向上その他

の生産性の向上に資する取組の促進を図るため,当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなけれぱならない。

第 108条第2項第3号から第7号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。

第 112条第 1項ただし書中「伺一敷地内にある」及び「若しくは併設する

指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所」を削る。

第122条ただし書中「これらの事業所,施設等が同一敷地内にあること等

により」を削る。

第 126 条中第 3項を第8項とし,第 2項を第7項とし,第 1項の次に次の

5項を加える。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては,次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよ

うに努めなければならない。

①利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を,常時確保していること。

②当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を,常時確保していること。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,1年に1回以上,協力医療機関

との問で,利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに,協力

医療機関の名称等を,市長に届け出なければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に

規定する第2種協定指定医療機関(以下「第2種協定指定医療機関」という。

)との間で,新興感染症(同条第7項に規.定する新型インフルエンザ等感染

症,同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症を

いう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなけれぱなら
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ない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,協力医療機関が第2種協定指定

医療機関である場合においては,当該第2種協定指定医療機関との問で,新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に,当該利用者の病状が軽快し,退院が可能となった

場合においては,再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに

入居させることができるように努めなければならない。

第128条第2項第2号から第6 号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。

第 1 2 9 条中「及び第 1 0 5 条」を「,第 1 0 5 条及び第 1 0 7 条の 2」に

改める。

第 131条第7項第2 号を削り,同項第3号を同項第2号とし,同条に次の

1項を加える。

11 炊に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第1項第2号アの規

定の適用については,当該規定中「1」とあるのは,「0.9」とする。

ω第150条において準用する第107条の2に規定する委員会において,

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及ぴ職員の負担軽減を図るた

めの取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い,及び当該事

項の実施を定期的に確認していること。

ア利用者の安全及びケアの質の確保

イ地域症着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

ウ緊急時の体制整備

工業務の効率化,介護サービスの質の向上等に資する機器(炊号におい

て「介護機器」という。)の定期的な点検

オ地域密着型特定施設従業者に対する研修

②介護機器を複数種類活用していること。

③利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る

ため,地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

④利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る
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取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると

認められること。

第 132条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第 148条中第2項を第7項とし,第 1項の次に次の5項を加える。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては,次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。

①利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を,常時確保していること。

②当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において診療を行う体制を,常時確保していること。

3 指定地域癌着型特定施設入居者生活介護事業者は,1年に 1回以上,協力

医療機関との問で,利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に,協力医療機関の名称等を,市長に届け出なけれぱならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,第2種協定指定医療機

関との間で,新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければ

ならない。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は.,協力医療機関が第2種

協定指定医療機関である場合に船いては,当該第2種協定指定医療機関との

問で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれぱならない。

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に,当該利用者の病状が軽快し,退院が可能

となった場合においては,再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居

させることができるように努めなけれぱならない。

第149条第2項第2号から第7号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。

第 1 5 0 条中「及び第 1 0 0 条」を「',第 1.0 0 条及び第 1 0 7 条の 2」に

改める。

第 15 2条第8項第 3号中「若しくは」を「又は」に改め,「又は介護支援

専問員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)」を削る。
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第 15 3 条第 1項第 6 号中「医療法」の扶に「(昭和 2 3年法律第2 0 5 号

)」を加える。

第 166条の 2 中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て,当該医

師及び当該協力医療機関」を加え,伺条に炊の1項を加える。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,前項の医師及び協力医療機関の協力

を得て,1年に 1回以上,緊急時等における対応方法の見直しを行い,必要

に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなけれぱならない。

第167条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第 16 8条第5 号及び第6 号中「に規定する」を「の規定による」に,「を

記録する」を「の記録を行う」に改め,同条第7 号中「に規定する」を「の規

定による」に,「記録する」を「の記録を行う」に改める。

第 173条の見出しを「(協力医療機関等)」に改め,同条第 1項中「入院

治療を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」

に,「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第3号の

要件を満たす協力医療機関にあっては,病院に限る。)」に改め,同項に炊の

ただし書及び各号を加える。

ただし,複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。

①入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を,常時確保Lていること。

②当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を,常時確保していること。

③入所者の病状が急変した場合等において,当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診察を行い,

入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確

保していること。

第173条中第2項を第6項とし,第 1項の次に次の4項を加える。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,1年に 1回以上,協力医療機関との

間で,入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに,協力医療

機関の名称等を,市長に届け出なけれぱならない。
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3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,第2種協定指定医療機関との間で,

新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,協力医療機関が第2種協定指定医療

機関である場合においては,当該第2種協定指定医療機関との間で,新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者が協力医療機関その他の医療

機関に入院した後に,当該入所者の病状が軽快し,退院が可能となった場合

においては,再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させ

ることができるように努めなけれぱならない。

第 177条第2項第2号から第6 号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。

第 17 8 条中「及び第6 0 条の 17第 1項から第4項まで上を f,第6 0 条

の 17第 1項から第4項まで及び第107条の 2」に改める。

第188条中第5項を第6項とし,第4項の次に次の 1項を加える。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は,ユニット型施設

の管理等に係る研修を受講するよう努めなけれぱならない。

第 19 0 条中「第 6 0 条の 1 7 第 1項から第4項まで」の次に「,第 10 7

条の 2」を加える。

第 192条第7項第4号を削り,同項第5号を同項第4号.とする。

第193条第1項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定

着護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第7項各号に掲げる施設等

」を削る。

第 198条第1号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅において,

又はサービスの拠点に通わせ,若しくは短期間宿泊させ,日常生活上の世話及

び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め,同条中第1

1号を第 12号とし,第 7 号から第 10 号までを 1号ずつ繰り下げ,第6号の

次に次の 1号を加える。

⑦指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は,身体的拘東等の適正化を図

るため,炊に掲げる措置を講じなければならない。

ア身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装
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置等を活用して行うことができるものとする。)を 3月に 1回以上開催

するとともに,その結果について,看護小規模多機能型居宅介護従業者

に周知徹底を図ること。

イ身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し,身体的拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること。

第202条第2項第3号及び第6号から第9号までの規定中「に規定する」

を「の規定による」に改める。

第 2 0 3 条中「及び第 1 0 7 条」を「,第 1 0 7 条及び第 1 0 7 条の 2」に

改める。

第204条第1項中「(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。)」を削る。

附則

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第 35条の改正規

定(同条に 1項を加える部分に限る。)は,令和 7年4月1日から施行する。

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和 7年3月3 1日までの閔,改正後の第93条

第7号及び第198条第7号の規定の適用については,これらの規定中「講

じなけれぱ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和 9年3月3 1日までの間,改正後の第 107

条の 2 (改正後の第 1 2 9 条,第 15 0 条,第 1 7 8 条,第 19 0 条及び第

203条において準用する場合を含む。)の規定の適用については,改正後

の第10 7 条の 2 中「開催しなけれぱ」とあるのは「開催するよう努めなけ

れぱ」とする。

(協力医療機関との連携に関する経過措置)

4 この条例の施行の日から令和 9年3月3 1日までの間,改正後の第 173
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条第1項(改正後の第190条において準用する場合を含む。)の規定の適

用については,改正後の第173条第 1項中「定めておかなければ」とある

のは「定めておくよう努めなけれぱ」とする。

提案理由

指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を改め

るため,条例を改正いたしたい。
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議案第33号

八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定にっ

八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和6年2月29日提出

いて

八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

八千代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並び

に指定地域密,着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例(平成24年八千代市条例第37号)の一部を

次のように改正する。

第7条第 1項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第10条第2項中「指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正す

る法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりな

おその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48

条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第45条第6項に

おいて同じ。)」を「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第

83号)第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指

定介護療養型医療施設」に改める。

第11条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第 12条第2項第2号中「磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これら

八千代市長服部友則
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に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第92条第 1項において同じ。)に係る記

録媒体をいう。)」に改める。

第33条第 1項中「重要事項」の次に「(以下この条において単に「重要事

項」という。)」を加え,伺条第 2項中「前項に規定する事項」を「重要事項

」に,「同項」を「前項」に改め,伺条に次の1項を加える。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,原則として,重要事項をウ

エブサイドに掲載しなけれぱならない。

第4 1条第2項第2号中「に規定する」を「の規定による」に改め,同項第

7号を同項第8号とし,同項第6 号を同項第7号とし,同項第5号中「に規定

する」を「の規定による」に改め,同号を同項第 6号とし,同項第4号中「に

規定する」を「の規定による」に改め,同号を同項第5号とし,同項第3 号中

「に規定する」を「の規定による」に改め,同号を同項第4号とし,同項第2

号の炊に次の1号を加える。

⑧第43条第11号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間,その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第4 3条第 14号中「第 12号」を「第 14号」に改め,同号を同条第 16

号とし,同条中第 13 号を第 15号とし,第 10号から第 12号までを 2号ず

つ繰り下げ,第9号の炊に次の 2号を加える。

⑳指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き,身体的拘束等を行ってはならない。

⑪前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれぱならない。

第45条第6項の表中「,指定介護療養烈医療施設(医療法(昭和23年法

律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。)」を削る。
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第46条第1項ただし書中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所に併設する前条第6項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業.

所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる

施設等の職務,同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(

指定地域癌着型サービス基準条例第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)の職務(当該指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者(指定地域密着型サービス基準条例第7条第1項に規定する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。)が,指定夜間対応型訪闇介護事

業者(指定地域密着型サービス基準条例第48条第1項に規定する指定夜間対

応型訪問介護事業者をいう。),指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の

事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下

「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護

事業者をいう。)又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第60条

第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)の指定を併せて受け,一体的

な運営を行っている場合には,これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法

第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第

1号二に規定する第 1号介護予防支援事業を除く。)」を「他の事業所,施設

等の職務」に改める。

第54条第1項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「

身体的拘束等」という。)」を「身体的拘束等」に改め,同条に扶の 1項を加

える。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,身体的拘束等の適正化を

図るため,次に掲げる措置を講じなければならない。

①身体的拘東等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものどする。)を 3月に 1回以上開催する

とともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。

②身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

③介護職員その他の従業者に対し,身体的拘東等の適正化のための研修を



定期的に実施すること。

第64条の次に炊の 1条を加える。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置)

第64条の2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化,介護サービスの

質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため,当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(

テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開

催しなければならない。

第65条第2項第3号から第7号までの規定中 Rこ規定する」を「の規定に

よる」に改める。

第73条第1項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指

定小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。

第80条ただし書中「これらの事業所,施設等が同一敷地内にあること等に

より」を削る。

第84条中第3項を第8項とし,第2項を第7項とし,第 1項の次に次の 5

項を加える。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては,炊に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなけれぱならない。

①利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を,常時確保していること。

②当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合に浦いて診療を行う体制を,常時確保していること。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,1年に1回以上,協力

医療機関との間で,利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に,協力医療機関の名称等を,市長に届け出なけれぱならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,感染症の予防及び感染
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症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第

17項に規定する第2種協定指定医療機関(次項に給いて「第2種協定指定

医療機関」という。)との間で,新興感染症(同条第7項に規定する新型イ

ンフルエンザ等感染症,同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に

規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決

めるように努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,協力医療機関が第2種

協定指定医療機関である場合においては,当該第2種協定指定医療機関との

間で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれぱならない。

6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院Lた後に,当該利用者の病状が軽快し,退院が可能

となった場合においては,再ぴ当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所に速やかに入所させることができるように努めなければならない。

第86条第2項第2号から第6号までの規定中「に規定する」を「の規定に

よる」に改める。

第8 7条中「及び第6 2条」を「,第6 2条及び第64条の 2」に改める。

第92条第1項中「(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。)」を削る。

附則

(施行期日)

1 この条例は,令和 6年4月1日から施行する・。ただし,第33 条の改正規

定(同条に 1項を加える部分に限る。)は,令和7年4月1日から施行する。

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

2 二の条例の施行の日から令和 7年3月3 1日までの間,改正後の第54条

第3項の規建の適用については,同項中「講じなければ」とあるのは「講じ

るよう努めなけれぱ」とする。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和 9年3月3 1日までの間,改正後の第6 4条
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の2 (改正後の第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用につ

いては,改正後の第64条の 2 中「開催しなけれぱ」とあるのは「開催する

よう努めなければ」とする。

提案理由

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を改めるため,条例を改正いたしたい。

、
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議案第34号

八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定する。

令和6年2月29日提出

八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例

八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(

平成26年八千代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第4条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者」に改め,「(以下「指定介護予防支援事業所」

という。)」を削り,同条に炊の 1項を加える。

2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は,当該指定に係

る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の

介護支援専門員を置かなければならない。

第5条第1項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所(以

下「指定介護予防支援事業所」という。)」に改め,同条第2項中「前項に規

定する」を f地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が

前項の規定により置く」に改め,同条に次の2項を加.える。

3 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第1項の規定に

より置く管理者は,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第

八千代市長服部友則
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140条の66第1号イ③に規定する主任介護支援専門員(以下この項にお

いて「主任介護支援専門員」という。)でなけれぱならない。ただし,主任

介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合に

ついては,介護支援専門員(主任介護支援専問員を除く。)を第1項に規定

する管理者とすることができる。

4 前項の管理者は,専らその職務に従事する者でなければならない。ただし,

次に掲げる場合は,この限りでない。

①管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務

に従事する場合

②管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定介護予防

支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

第6条第2項中「あらかじめ」の次に「,利用者又はその家族に対し」を加

え,同条第3項中「担当職員」の次に「(指定居宅介護支援事業者である指定

介護予防支援事業者の場合にあっては,介護支援専門員。以下同じ。)」を加

え,同条第4項第2号中「磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁

的記録媒体(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。第35条第 1項に羚いて同じ。)に係る記録

媒体をいう。)」に改める。

第 12条に次の2項を加える。

2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は,前項の利用料

のほか,利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問

して指定介護予防支援を行う場合には,それに要した交通費の支払を利用者

から受けることができる。

3 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は,前項に規定t

る費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はそ

の家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の

同意を得なければならない。

第13条中「前条」を「前条第 1項」に改める。
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第14条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者

である指定介護予防支援事業者」に改め,同条第1号中「(平成11年厚生省

令第3 6 号)」を削り,同条第4 号中「規定」の次に「(第 3 2条第2 9号の

規定を除く。)」を加える。

第 23条第 1.項中「重要事項」の次に「(以下この条において単に「重要事

項」という。)」を加え,同条第2項中「前項に規定する事項」を「重要事項

」に,「同項」を「前項」に改め,同条に次の1項を加える。

3 指定介護予防支援事業者は,原則として,重要事項をウェブサイトに掲載

しなけれぱならない。

第30条第 2項第2号工中「に規定する」を「の規定による」に改め,同項

中第6 号を第7 号とし,同項第5号中「に規定する」を「の規定による」に改

め,伺号を同項第6 号とし,同項第4号中「に規定する」を「の規定による」

に改め,同号を同項第5号とし,同項第3 号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め,同号を同項第4号とし,同項第2号の次に次の 1号を加える。

信)第32条第2号の3の規定による身体的拘東その他利用者の行動を制限

する行為(第32条第2号の 2及び第2号の 3 において「身体的拘束等」

という。)の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録

第32条第2号の次に炊の 2号を加える。

②の2 指定介護予防支援の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘

束等を行ってはならない。

②の3 前号の身体的拘束等・を行う場合には,その態様及び時間,その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い

第32条第16号ア中「及びサービスの評価期閔が終了する月並びに利用者

の状況に著しい変化があったときは,利用者の居宅を訪問し」を削り,同号中

ウをオとし,同号イ中「月」の次に「(イただし書の規定によりテレビ電話装

置等を活用して利用者に面接する月を除く。)」を加え,同号中イを工とし,

アの次に次のように加える。
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イアの規定による面接は,利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし,次のいずれにも該当する場合であ0て,サービスの提供を

開始する月の翌月から起算して3月ごとの期間(以下この号において単

に「期間」という。)について,少なくとも連続する 2期間に 1回,利

用者の居宅を訪問し,面接するときは,利用者の居宅を訪問しない期間

において,テレビ電話装置等を活用して,利用者に面接することができ

る。

(ア)テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて,文書により

利用者の同意を得ていること。

(イ)サービス担当者会議等において,次に掲げる事項について主治の医

師,担当者その他の関係者の合意を得ていること。

a 利用者の心身の状況が安定していること。

b 利用者がテレビ電話装置等を活用じて意思疎通を行うことができ

ること。

0 担当職員が,テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握

できない情報について,担当者から提供を受けること。

ウサービスの評価期問が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があ

つたときは,利用者の居宅を訪問し,利用者に面接すること。

第32条に次の 1号を加える。

卿)指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は,法第115

条の30の2第1項の規定により市長から情報の提供を求められた場合に

は,その求めに応じなければならない。

第35条第1項中「(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。)」を削る。

附則

この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第23条の改正規定

(同条に 1項を加える部分に限る。)は,令和 7年4月1日から施行する。

・ 38 ・

提案理由



指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を改めるため,条例を改正いたしたい。
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議案第35号

八千代市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市国民健康保険条例の一部を改正する条例を炊のように制定する

令和6年2月29日提出

八千代市国民健康保険条例の一部を改正する条例

八千代市国民健康保険条例.(平成6年八千代市条例第20号)の一部を次の

ように改正する。

第 11条の 3 の見出し中「一般被保険者に係る」を削り,同条中「一般被保

険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等

」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る」を削り,同条第 1

号ア中「(一般被保険者に係るものに限る。)」を削り,同号イ中「附則第2

2条」を「附則第7条」に改め,「が行う国民健康保険の一般被保険者に係る

ものに限り,千葉県」を削り,同号力中「退職被保険者等に係る療養の給付に

要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並び

に入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看

護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に

要する費用の額並びに千葉県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る」及び

「及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の

額」を削り,同条第 2号イ中「附則第 2 2条」を「附則第.7条」に改め,同号

ウ中「(工において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被

保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替え

られた法第70条第1.項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同

じ。)に係るものを除く。)」を削り,同号工中「法附則第 9 条第 1項の規定

により読み替えられた」及び「並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職

被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)」を削る。

第12条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り,同条中「一般被保険者
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に係る」を削り,「一般被保険者につき」を T被保険者につき」に改め,「(

一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には,当該世帯を

一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)」を削る。

第13条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り,同条第 1項中「一般被

保険者」を「被保険者」に改める。

第14条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り,同条中「一般被保険者

に係る」を削り,同条第3号イ及びウ中「一般被保険者」を咋劇呆険者」に改

める。

第15条から第17条までを次のように改める。

第15条から第17条まで削除

第 17条の 2 を削る。

第18条中「又は第15条」及び「(一般被保険者と退職被保険者等が同一

の世帯に属する場合には,第12条の基礎賦課額と第15条の基礎賦課額との

合算額をいう。第2 1条及び第2 2条において同じ。)」を削る。

第18条の2 の見出し中「一般被保険者に係る」を削り,同条中「のうちー

般被保険者に係る」を「のうち」に改め,同条第1号中「であって,千葉県が

行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を削り,同条第2号ア中「附則

第22条」を「附則第7条」に改め,同号イ中「法附則第9条第 1項の規定に

よ叺読み替えられた」を削る。

第18条の 3の見出し中「一般被保険者に係る」を削り,同条中「一般被保

険者に係る」を削り,「一般被保険者につき」を咋劇呆険者につき」に改め,

「(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には,当該世

帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)」を削る。

第18条の4の見出し中「一般被保険者に係る」を削り,同条中「一般被保

険者」を「被保険者」に改める。

第 18 条の 5 (見出しを含む。)中「一般被保険者に係る」を削る。

第18条の6から第18条の9までを次のように改める。

第18条の6から第i8条の 9 まで削除

第18条の 10 中「又は第 18条の 6」及び・「(一般被保険者と退職被保険

者等が同一の世帯に属する場合には,第18条の3の後期高齢者支援金等賦課
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額と第18条の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第21条及

ぴ第 2 2 条において同じ。)」を削り,「 2 2 0,0 0 0円」を「 24 0 0,

0 0円」に改める。

第 18 条の 11第2 号ア中「附則第 2 2条」を「附則第 7条」に改め,同号

イ中「法附則第9条第1項の規定により読み替えられた」を削る。

第21条第 1項中「若しくは特例対象被保険者等でなくなった」を削り「

第 1 5 条,第 1 8 条の 3若しくは第 1 8 条の 6」を「若しくは第 1 8 条の 3」

に,「又は減少した」を「若しくは減少した」に改め,「場合を除く。)」の

次に「又は特例対象被保険者等となった場合」を加え,「若しくは第17条の

基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額に」を「の基礎賦課額の被保険者均等

害1の保険料額に」に,「第 2 2条の 3 第3項」を「第2 2条の 3 第3項第 1号

」に改め,「第14条若しくは第17条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険

料額から次条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる

額を控除して得た」及び「若しくは特例対象被保険者等ではなくなった」を削

り,同条第 2 項中「,第 1 5条,第 1 8 条の 3若しくは第 1 8 条の 6」を「若

しくは第18条の 3上に,「若しくは第17条の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料額に」を「の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額に」に,「第2

2条の3第3項に定める第14条若しくは第17条の基礎賦課額の被保険者均

等割の保険料額から次条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号

アに掲げる額を控除して得た」を「第22条の 3第3項第 1号に定める」に改

める。

第 2 2 条第 1項中「又は第 15 条」を削り,同項第 1号イ(イ)中「又は第 1 7

条の 2第2号に掲げる世帯」を削り,同号イけ)中「又は第 17条の 2第3号に

掲げる世帯」を削り,伺項第 2 号中「2 9 0,0 0 0円」を f 2 9 5,0 0 0

円」に改め,同号イ(イ)中「又は第 17条の 2第2号に掲げる世帯」を削り,同

号イ(ウ沖「又は第 17条の 2第3 号に掲げる世帯」を削り,同項第 3 号中「5

,0 0 0円」を「5 4 5,0 0 0円」に改め,同号イ(イ)中「又は第 1 7条35

の 2第 2号に掲げる世帯」を削り,同号イ(ウ)中「又は第 17条の 2第 3 号に掲

げる世帯」を削り,同条第2項中「又は第 15条」及び「又は第 18条の 6」

を削り,「 2 2 0,0 0 0円」を「 2 4 0,0 0.0円」に改め,同条第 3項中
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「又は第 1 5 条」を削る。

第 2 2条の 3第 1項中「又は第 17条」を削り,伺条第 2項中 f又は第.17

条」及び「又は第 18 条の 8」を削り,伺条第3項中「第 14条又は第 17条

の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から第22条第1項各号に規定tる

場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる額を控除して得た額に,それぞれ,

10分の 5 を乗じて」を「第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して

」に改め,同項に次の各号を加える。

①第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から第22条第1項

各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる額を控除して得

た額

②前号の規定による控除Lて得た額に,それぞれ,10分の5 を乗じて得

た額

第2 2条の 3第4項中「又は第 17条」及び「又は第 18条の 8」を削る。

第2 2条の4第 1項中「又は第 15条」を削り,同条第2項中「又は第 15

条」及び「又は第 1 8 条の 6 」を削り,「 2 2 0,0 0 0円」を「 24 0,0

0 0円」に改め,同条第3項及び第4項中「又は第 15条」を削り,同条第5

項中「又は第 1 5 条」及ぴ「又は第 1 8 条の 6」を削り,「2 2 0,0 0 0円

」を「240,0 0 0円」に改め,同条第 6 項中「又は第 1 5 条」を削る。

附則

(施行期日)

1 この条例は,令和 6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6章の規定は,令和6年度以後の年度分の国民健康保険料につ

いて適用し,令和5年度分までの国民健康保険料については,なお従前の例

による。

提案理由

国民健康保険法の一部改正等に伴い,条例を改正いたしたい。
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